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３９ ヘリコバクター・ピロリ感染診断において、プロトンポンプ・インヒ

ビター（ＰＰＩ）投与中止又は終了後 2 週間以上経過せず実施したＤ

012 の 23 ヘリコバクター・ピロリ抗原定性の算定について 
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○ 取扱い 

 

ヘリコバクター・ピロリ感染診断において、プロトンポンプ・インヒビター

（ＰＰＩ）投与中止又は終了後 2 週間以上経過せず実施したＤ012 の 23 ヘリ

コバクター・ピロリ抗原定性の算定は、原則として認められない。 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

プロトンポンプ・インヒビター（ＰＰＩ）が投与されている患者に対するヘ

リコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては、厚生労働省

通知（※）に「ランソプラゾール等、ヘリコバクター・ピロリに対する静菌作

用を有するとされる薬剤が投与されている場合については感染診断の結果が

偽陰性となるおそれがあるので、除菌前及び除菌後の感染診断の実施に当た

っては、当該静菌作用を有する薬剤投与中止又は終了後 2 週間以上経過して

いることが必要である。」と示されている。 

また、日本ヘリコバクター学会の「Ｈ.pylori 感染の診断と治療のガイドラ

イン 2016 改訂版Ｑ＆Ａ」において、便中抗原はＰＰＩ服用に影響を受けるか

ということに関し、国産のキットではＰＰＩの影響が少なくＰＰＩ内服中で

も除菌判定が可能であったとの報告がある。しかし、海外産のキットではＰＰ

Ｉの影響についての検討は不十分であり、欧州のキットはＰＰＩの影響を受

けるとの報告がある。このため、今のところ保険診療ではＰＰＩ内服中の便中

抗原測定は認められていない旨が示されている。 

以上のことから、ヘリコバクター・ピロリ感染診断において、ＰＰＩ投与中

止又は終了後 2 週間以上経過せず実施したＤ012 の 23 ヘリコバクター・ピロ

リ抗原定性の算定は、原則認められないと判断した。 

 

 

（※） 「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」

（平成 12 年 10 月 31 日保険発第 180 号、最終改正：平成 25 年 2 月 21 日

保医発 0221 第 31 号）  


